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分野 具体的施策等

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。

（１）健全な財政運営

○ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況
を踏まえ、支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。

○ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算
や今後の見通しに関する情報発信を行う。

○ 各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。

（２）サービス水準の向上

○ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：１０日間）を遵守する。

○ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。

○ お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応

する。

■ KPI：①サービススタンダードの達成状況を１００％とする

②現金給付等の申請に係る郵送化率を９５．０％以上とする

（３）限度額適用認定証の利用促進

○ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並
びに地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を設置するなどにより利用促進を図る。

○ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。

（４）現金給付の適正化の推進
○ 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。

○ 不正の疑いのある事案については、保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。ま
た、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。

○ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。

１．令和3年度 茨城支部事業計画（基盤的保険者機能関係）
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分野 具体的施策等

１．基盤的保険者機能関係
（５）効果的なレセプト点検の推進

○ 診療報酬が正しく請求されているか確認を行うとともに、医療費の適正化を図るために資格・外傷・内容点検の各点
検を実施する。レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した
効率的な点検により、査定率向上に取り組む。
【具体的な取組み】
以下の取組みを強化することで点検員の意欲を高め、点検効果額の更なる向上を目指す。
・支払基金との会議を毎月開催し、点検方法や疑義案件について協議するとともに、改善を図る。
・毎月、再審査結果の確認会を開催（点検員全員出席）のうえ情報共有を徹底し、点検員のスキルアップに努める。

・毎月、内容点検員との個別面談を実施のうえ業績（点検件数、再審査件数、容認件数、容認額、容認率等）を本人に
通知し、点検技術向上に対する意欲を高める。

・レセプト点検員を対象とした研修会を年２回開催し、点検員の人材育成（スキルの向上）を目指す。
・自動点検マスタ等システムを活用した効率的な点検を徹底する。
■KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額
②協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする

（６）柔道整復施術療養費等の照会業務の強化

○ 柔道整復施術療養費の適正化のため、多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月１５日以上）の申
請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照
会を強化する。なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、
柔道整復施術受診についての正しい知識の普及を図る。

■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月１５日以上の施術の申請の割合について対
前年度以下とする

（７）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進

○ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行っ
た不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。

１．令和3年度 茨城支部事業計画（基盤的保険者機能関係）
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分野 具体的施策等

１．基盤的保険者機能関係 （８）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進

○ 資格喪失後受診等による返納金債権の発生防止のため、日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、協会け
んぽから保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険者回収不能届を活用した電話催
告等を強化する。

○ 未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。

○ 文書や電話、さらに弁護士名による催告等を着実に実施することにより債権の早期回収に取り組むとともに、保険者
間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、返納金債権の回収率の向上を図る。

【具体的な取組み】
・時効の中断措置及び償却処理を的確に行うとともに、債権回収に係る法的手続きを実施する。

・毎月、支部長をトップとする債権回収対策会議を開催し、進捗状況の共有化を図るとともに、積極的に対応策を協議
する。

・返納金等の各種債権について、引き続き新規発生分の早期回収に重点を置き、回収率の向上を図る。
・債権回収率を向上させるため、催告状の送付（定期的に再送付）及び電話による納付勧奨を徹底実施する。
・再三の文書催告で無反応である債務者に対し、弁護士名を活用した催告状を送付し、回収率の向上を図る。

・債務者に対して早期に保険者間調整の周知を実施し、積極的に活用することで債務者の負担軽減を図り、確実な回
収に努める。

■KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする
②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする

（９）被扶養者資格の再確認の徹底
○ マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。
○ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。
○ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う
■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を９３．２％以上とする

（１０）オンライン資格確認の円滑な実施

○ オンライン資格確認の円滑な実施のため、システムの機能改善及び加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、
加入者のマイナンバー収録率向上を図る。

○ また、「保険者におけるマイナンバーカードの取得促進策等（令和元年９月３日デジタル・ガバメント閣僚会議にて公
表）」等に基づき、国が進めるマイナンバーカードの健康保険証としての利用の促進に協力する。

（１１）業務改革の推進

○ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率

化・簡素化を推進する。

○ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、

柔軟かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。

１．令和3年度 茨城支部事業計画（基盤的保険者機能関係）
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分野 具体的施策等

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】

※第３期アクションプランの目標と同一

Ⅰ 加入者の健康度の向上

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上

Ⅲ 医療費等の適正化

（１）第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉
○ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項

とする第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。
○ 「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部別スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、

第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）のPDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を
高める。
上位目標：生活習慣病の発症予防により、茨城支部の入院医療費・入院外医療費（調剤含む）に占める生活

習慣病（がんを除く）の医療費割合・件数割合を全国平均以下に減らす。（生活習慣病（がん
を除く）に係る医療費・件数を入院について２億円・４６２件、入院外について６.６億円・
３５，４４２件、減らす。）

中位目標：茨城支部被保険者のメタボリックリスク保有割合を減らす。（平成２７年度茨城支部１５．５％
を全国平均１３．９％以下に１．６％改善する）（メタボリックリスク保有者を１，８７４人改
善する）

ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上

○ 茨城県、茨城労働局、経済団体等の関係団体との一体的な広報連携を通じて、茨城県内に「健康経営」思想

を広め、特定健診実施率の向上、事業者健診データの取得率の向上を図る。

○ 特定健診実施率の向上に向けて、「健診・保健指導カルテ」等の活用により実施率への影響が大きいと見込

まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。

併せてナッジ理論等を活用した受診勧奨を行う。

○ 被扶養者の特定健診実施率の向上に向けて、市との協定締結を進めるなど地方自治体との連携を推進する。

２．令和3年度 茨城支部事業計画（戦略的保険者機能関係）
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分野 具体的施策等

２．戦略的保険者機能関係

○被保険者（４０歳以上）（実施対象者数： ２９２，９９２人）
（a）生活習慣病予防健診 実施率 ５６．５％（実施見込者数： １６５，６６４人）
＜生活習慣病予防健診実施率向上施策＞
・事業所への受診勧奨（職員による事業所訪問）
・健診機関との意見交換、連携強化（健診機関との情報共有、実地調査などの指導強化）
・新規適用事業所への保健事業案内送付（毎月、対象事業所に健診案内パンフレット等を送付）
・新聞広告やラジオ広報を活用して、広く加入者、事業主に情報発信を行う。
・新規契約健診機関の拡大（自宅や事業所の近くで受診しやすい環境を整備する）
・健診機関へのインセンティブの付与（目標件数を上回った場合の報奨金付与）により、各健診機関の
受診者数の上積みを図る。

・生活習慣病予防健診のメリットを広め、切替えを促進するため、茨城県、茨城労働局との連名の漫画
リーフレットを作成し発信する。

（b）事業者健診データ 取得率 １３．４％（取得見込者数： ３９，２６１人）
＜事業者健診データ取得率向上施策＞
・データ提供の同意のあった事業所からの健診データの確実な取得
・新規のデータ提供事業所獲得（県、労働局、経済団体、茨城県トラック協会との連携）
・生活習慣病予防健診を利用していない福祉・医療の業種を中心に、健診結果（紙）の回収を強化
・生活習慣病予防健診受診率の低い事業所に対し、紙の健診結果取得を強化する。文書通知、電話勧奨、さ
らに職員による訪問等、一連の枠組みで勧奨する。

・事業者健診結果データ作成契約健診機関の拡大（事業所の負担の少ない提供方法による対応の拡大）

○ 被扶養者（４０歳以上）（実施対象者数： ８２，４４８人）
（c）特定健康診査 実施率 ３１．５％（実施見込者数： ２５，９７１人）

＜特定健診実施率向上施策＞
・県、市町村と連携した広報（県・市町村広報紙への掲載）やラジオＣМの実施
・県内全ての市町村で市町村主催の集団検診と協会けんぽの特定健診を同時実施し、特定健診の受診券送付
時に市町村ごとのスケジュールを同封

・特定健診未受診者に対しては、新型コロナの影響を見極めつつ、市町村の集団検診日程を案内するなどし
て、再度、受診勧奨を行う。

・３９歳被扶養者への翌年度から始まる健診の案内送付
■KPI：①生活習慣病予防健診実施率を５６．５％以上とする

②事業者健診データ取得率を１３．４％以上とする
③被扶養者の特定健診実施率を３１．５％以上とする

２．令和3年度 茨城支部事業計画（戦略的保険者機能関係）
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分野 具体的施策等

２．戦略的保険者機能関係
ii）特定保健指導の実施率の向上
○ 健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診、保健指導を一貫して行うこと

ができるよう健診当日の初回面談の実施を推進する。また、保健指導実施率への影響が大きいと見込まれる
事業所等を選定し、重点的かつ優先的に保健指導の利用勧奨を行う。併せて、情報通信技術を活用すること
等により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上を図る。

○ 被保険者（特定保健指導対象者数： ４１，３９５人）
・特定保健指導実施率 ２４．７％（実施見込者数： １０，２２０人）
（内訳）協会保健師実施分 １０．９％（実施見込者数： ４，５００人）

アウトソーシング分 １３．８％（実施見込者数： ５，７２０人）
○ 被扶養者（特定保健指導対象者数： ２，２３４人）

・特定保健指導実施率 １０.３％（実施見込者数： ２３０人）

＜保健指導の実施率向上施策＞
・被保険者への施策（保健指導未実施事業所への訪問、外部委託先健診機関拡大、特定保健指導専門機関の
活用、保健指導リレー制の活用、保健指導者のスキルアップ研修）
・被扶養者への施策（未利用者への保健指導案内で対象者を招集して集団保健指導を実施、集団健診会場で
の健診当日の初回面談の実施）

■ KPI：①被保険者の特定保健指導の実施率を２４．７％以上とする
②被扶養者の特定保健指導の実施率を１０．３％以上とする

iii）重症化予防対策の推進
○ 生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費適正化及びＱＯＬの維持を図るため、健診の結果、要治療域と判定され

ながら治療していない者に対して、確実に医療に繋げるべく、受診勧奨を確実に実施する。
 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨を保健指導者及び外部委託事業者による電話や文書により実施

する。
 未治療者に対する受診勧奨について被扶養者にも実施する（茨城支部独自事業）。
 保健指導の中においてもこれまで以上に受診に結びつくよう働きかけを強める。
 メタボ予備群に対するメタボ流入抑止、保健指導未実施者対策のため、生活改善アドバイスリーフレットを

送付する。
 肝炎ウイルス検査の実施率向上のため広報を実施する。
○ 茨城県・茨城県医師会・保険者協議会と連携し、茨城県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに参加し、慢性

腎臓病（ＣＫＤ）を予防する。また、かかりつけ医との連携等による糖尿病の重症化予防に取り組む。
■ KPI：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を１２．５％以上とする

２．令和3年度 茨城支部事業計画（戦略的保険者機能関係）
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分野 具体的施策等

２．戦略的保険者機能関係 iv）コラボヘルスの推進
○ 健康宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、家族を含めた事業所における健康づくりを推進するため、

協会けんぽによる事業所支援等を拡充する。
○ 事業所単位での健康・医療データの提供について、事業所健康度診断シート（事業所カルテ）を活用し、事

業所の健康課題把握を促す。
○ 健康教育（身体活動・運動や食生活・栄養）を通じた若年期からのヘルスリテラシー向上を図るため、新た

なポピュレーションアプローチについて検討する。
○ 保険者として、事業所等と連携したメンタルヘルス予防対策の推進に努める。
 保健指導訪問時やセミナー・研修会等にて、健康経営や「健康づくり推進事業所認定制度」について周知し、

宣言を促す。
 健康宣言事業所での実践的な取組内容を広報紙等で好事例として紹介し、健康経営を一層推進する。
 健康経営に取り組むための課題抽出や取組事例の共有のためにワークショップ（体験学習）形式の研修会を

開催する。
 茨城県の「いばらき健康経営推進事業所認定制度」により健康宣言事業所の取組をフォローアップし、国の

「健康経営優良法人認定制度」への申請を促す。
■ KPI：健康宣言事業所数を８００事業所以上とする

ⅴ）その他の保健事業
○茨城県の健康長寿日本一を目指し、ヘルスケアポイント事業推進等の取り組みを連携して実施する。

・ ウオーキング推進事業（茨城県立健康プラザと連携したウオーキング推進）
・ 茨城県公式健康アプリ「元気アっプ！リいばらき」の周知広報とアプリの団体ランキング機能を活用

したウオーキングイベントの実施

２．令和3年度 茨城支部事業計画（戦略的保険者機能関係）
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分野 具体的施策等

２．戦略的保険者機能関係 （２）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉
○ 加入者の視点に立った広報を行うため、広報委員会の毎月開催により広報内容を協議し、効果的な発信に努

めるとともに、広報分野におけるＰＤＣＡサイクルを適切に回し、加入者を対象とした理解度調査の結果を
踏まえて広報計画を策定する。

○ 保健事業や医療費適正化など保険者機能を発揮した協会の取組や、地域ごとの医療提供体制や健診受診率等
を視覚的にわかりやすくした情報について、加入者・事業主や関係機関等、更には県民一般に広く理解して
いただくため、積極的な情報発信を行う。

○ ナッジ理論等を活用したリーフレットやチラシを作成し、特定健診等の効果的な受診勧奨を行う。
○ 加入者を含めより幅広く情報発信するためyoutube等の動画を活用し、地域の実情や時節柄等に応じた広報

を行う。
【具体的な取組み】

 納入告知書同封チラシやメールマガジン、社会保険いばらき等により定期的に広報を行うほか、加入者に
とってわかりやすいホームページ作成による情報発信の強化を図る。

 各種広報誌への広告記事掲載、市町村広報誌、リーフレット・ポスター等を活用した広報の実施
 支部の事業に関するプレスリリースを行い、マスメディアを通じた広報を行うなど新聞、ラジオＣＭ、イン

ターネット等のメディアを活用した広報展開
 健康イベントへの参加による協会事業のＰＲ
 加入者の医療費及び健診結果のデータをもとに支部医療費等の状況を分析し加入者及び事業主に情報発信
 加入者に対し、かかりつけ医や小児救急電話相談（♯８０００）・おとな救急電話相談（♯７１１９）の利

用、かかりつけ薬局やお薬手帳の活用など医療機関の適正な受診を啓発する。
 インセンティブ制度について、茨城支部の実情を踏まえた周知広報を十分に行い、加入者・事業主の行動変

容につなげる。
 感染症予防に関する啓発の実施。

○健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修
や広報誌等を通じた情報提供を実施する。
【具体的な取組み】

 新規適用事業所を中心に、文書等にて健康保険委員の委嘱拡大を図る。
 四半期ごとに健康保険委員向けの広報誌等を送付し、加入者や事業主へ定期的な情報提供を行う。
 健康保険委員の資質向上のため、社会保険委員、社会保険協会及び日本年金機構と連携し、委員表彰式及び

研修会を開催する。
■KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を５９．０％以上と
する。

２．令和3年度 茨城支部事業計画（戦略的保険者機能関係）
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分野 具体的施策等

２．戦略的保険者機能関係
（３）ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉
○ ジェネリック医薬品の使用促進（更なる数量ベースの引上げ）により、医療費の適正化を図る。

＜課題分析＞
 協会で作成した「ジェネリックカルテ」及び「データブック」により重点的に取り組むべき課題（阻害要

因）を明確にし、対策の優先順位を付けて取り組む。
＜医療機関・薬局へのアプローチ＞

 協会で作成した「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等を活用して、個別の医
療機関・薬局に対する働きかけを強化する。
＜加入者へのアプローチ＞

 加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、ジェネリック医薬品軽減額通知やジェネ
リック医薬品希望シール、ジェネリック医薬品Ｑ＆Ａ冊子を加入者や薬局に配布することで周知を図り、利
用しやすい環境整備に着実に取り組む。

 茨城県や茨城県薬剤師会、他の保険者等と連携した取組により加入者に対する効果的な働きかけを行う。
＜その他の取組＞

 茨城県後発医薬品の使用促進検討会議に参画し、取組み事例等について意見発信を行い、茨城県内の関係団
体と連携しジェネリック医薬品の使用促進を図る。

 地域別や薬効分類別の使用割合を分析し、県、関係団体等へ意見発信するなど、効率的な使用促進を働きか
ける。

 ジェネリック医薬品のさらなる使用促進を図るため、広報誌等様々な機会を捉えて積極的に広報を実施する。
■KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で７９．５％以上とする

※医科、ＤＰＣ、歯科、調剤

（４）インセンティブ制度の実施及び検証〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉
○加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。

２．令和3年度 茨城支部事業計画（戦略的保険者機能関係）



11

分野 具体的施策等

２．戦略的保険者機能関係
（５）地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉
ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信

○ 現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計
画が着実に推進されるよう意見発信を行う。

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信
○ 効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、協会

における医療データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された
医療データ等を活用するなど、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。

ⅲ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ
○ 地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控え

るなどの「上手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対しての効果的
な働きかけを行う。

■KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、
医療データを活用した効果的な意見発信を、全支部で実施する。

（６）調査研究・パイロット事業の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉
○ 調査研究・パイロット事業の積極的な提案を通じて効果的な施策を検討する。
○ 医療費適正化等に向けた事業の実施につなげるため、地域差等の要因について、外部有識者の知見等も活用

して分析を実施する。
○ 協会が保有しているレセプトデータ等を活用し、加入者の受診行動や医療機関が提供する医療の内容等につ

いて医療費等の分析を行い、二次医療圏別や業態別の医療費やリスク保有割合について、経年比較など更に
分析を進める。

（７）各種業務の展開〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉
○関係団体との積極的な連携を図り、具体的な事業展開を図る。
・保険者協議会の活性化（保健事業の推進に向け積極的に保険者間の連携を図る）
・覚書締結団体（茨城県/茨城県医師会/筑波銀行/常陽銀行/茨城労働局/茨城県社会保険労務士会/茨城県経営者協
会/茨城県商工会議所連合会/茨城県商工会連合会/茨城県中小企業団体中央会/健康保険組合連合会茨城連合会/
茨城県歯科医師会/茨城県薬剤師会/茨城産業保健総合支援センター）と積極的に事業連携を図る。

・その他、日本年金機構、厚生局、支払基金、地方自治体、各保険者等との連携を強化し、効率的・効果的な
事業運営を推進する。

２．令和3年度 茨城支部事業計画（戦略的保険者機能関係）
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分野 具体的施策等

３．組織・運営体制関係 Ⅰ）人事・組織に関する取組
①人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置

○ 役割等級制度に基づき、役割に応じた適正な業務を推進するとともに、標準人員に基づく適切な人員配置を

行う。

②人事評価制度の適正な運用
○ 組織目標を意識した個人目標を設定し、適正にその達成状況を評価するとともに、評価者研修などを通じて

評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性など、職員の人事
評価制度に関する理解を深め、同制度を適正に運用する。

③ＯＪＴを中心とした人材育成
○ ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。

Ⅱ）内部統制に関する取組
①内部統制の強化
○ 権限や体制の整備等により効率的な業務運営を行えること及び事故等が発生しない仕組みを構築することを

目指して、内部統制基本方針に則り、内部統制の整備を着実に進める。
②リスク管理
○ 情報セキュリティ対策については、迅速かつ効率的な初動対応を行う。
○ 職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマ

ネジメント等の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。
③コンプライアンスの徹底
○ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。

Ⅲ）その他の取組
①費用対効果を踏まえたコスト削減等
○ サービス水準の確保に留意しつつ、引き続き競争入札を実施するとともに、消耗品の発注システムを活用し

た随時発注による適切な在庫管理等により、経費の節減に努める。
○ 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。入札案件においては、業者への声掛けの

徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを行うことで、多くの業者が参
加しやすい環境を整備する。

○ 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアン
ケート調査等を実施し、次回の調達改善につなげる。

○ 少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件
を公示し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。

○ 年間を通して光熱費削減策に取り組む。
■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、２０％以下とする。ただし、入札件数の見込み

件数が４件以下の場合は一者応札件数を１件以下とする。

３．令和3年度 茨城支部事業計画（組織・運営体制関係）
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令和3年度 茨城支部保険者機能強化予算
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4．令和3年度 茨城支部保険者機能強化予算（支部医療費適正化予算）

【支部医療費適正化予算】

事業名
令和3年度

茨城支部予算
備考

医
療
費
適
正
化
対
策
経
費

企画部門関係

お薬手帳カバーを活用したジェネリック医薬
品の使用促進

2,035千円
ジェネリック希望を記載したお薬手帳カバーを作
成し、薬局を通じて配布。

薬局向け情報提供【新規】 250千円
年2回実施している薬局向け情報提供の一部
外部委託

業務部門関係 制度周知チラシおよび関連申請書の配布 0千円
限度額や無資格受診防止のチラシを作成。令
和2年度作成分で令和3年度も対応。

小計 2,286千円

広
報
・
意
見
発
信
経
費

紙媒体による広報 3,311千円
納告チラシや協会事業案内、セミナー資料等の
作成。

その他の広報

各種メディアを活用した広報 1,804千円
新聞、経済団体広報誌、フリーペーパー等のメ
ディアを活用し、広告を掲載。

ジェネリック医薬品の使用促進
に向けた広報強化事業

3,546千円
Webやポスター、新聞等のメディアや鉄道広告
を活用した広報を実施。

乳幼児向け適切な医療のかかり方啓発事業
【新規】

2,733千円
出産育児一時金給付世帯に乳幼児向けの上
手な医療のかかり方リーフレットを配布。

適正受診リーフレット等配布
【新規】

1,540千円
正しい医療のかかり方を普及啓発し適正な医療
機関受診を促す

小計 12,935千円

計合 15,221千円
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５．令和3年度 茨城支部保険者機能強化予算（支部保健事業予算）

【支部保健事業予算】

事業名
令和3年度

茨城支部予算
備考

健診経費

健診未受診者（漏れ者）健診 2,112千円
特定健診未受診者に対し、市町村ごとの健診案内を送付し、
健診受診勧奨を実施。

事業者健診結果データ取得 8,580千円
受診率の低い事業所に対し生活習慣病予防健診の受診、又
は事業所健診データの提出を勧奨

被扶養者の健診結果データ取得【新規】 726千円
特定健診未受診とされている被扶養者の人間ドッグ等の健診
結果データ取得

健診推進経費 7,527千円 健診機関への報奨金（健診実施件数の目標超過分）

健診受診勧奨
（職員、健診機関）

149千円 職員による事業所訪問と健診機関への委託による受診勧奨

ラジオ・新聞広告 7,999千円 健診、保健指導に関するラジオＣＭと新聞広告記事掲載

特定健診デビュー年齢対象者への受診勧奨 495千円
特定健診デビュー年齢対象者へサービスを利用して健診受診
を意識付け

健診・保健指導の受診率向上に向けた漫画
リーフレット

1,518千円 加入者にわかりやすい漫画による受診勧奨リーフレット作成

茨城交通ラッピングバス広告 786千円 生活習慣病予防健診受診勧奨のための広告

新規適用事業所用制度案内リーフレット作
成

169千円 新規適用事業所に送付する制度案内リーフレット作成

小計 30,104千円
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５．令和3年度 茨城支部保険者機能強化予算（支部保健事業予算）

【支部保健事業予算】

事業名
令和3年度

茨城支部予算
備考

保健指導
経費

中間評価時の血液検査費 1,947千円 保健指導対象者の中間評価時に血液検査を実施

旅費、医師謝金、パンフレット作成、図書購入
等の事務経費

990千円 保健指導の必要経費

保健指導推進経費 565千円
保健指導実施機関への報奨金（保健指導実施件数の目標超
過分）

保健指導利用勧奨経費 3,498千円 保健指導未実施者に対する生活改善・保健指導受入促進

小計 7,011千円

重症化予防経費
未治療者受診勧奨 6,002千円 未治療者に対して受診勧奨文書発送と電話勧奨実施

重症化予防（糖尿病性腎症） 3,012千円 糖尿病性腎症に関するかかりつけ医との連携事業

小計 9,014千円

コラボヘルス
事業経費

健康経営推進のための広報 2,750千円
健康経営普及促進、宣言事業所拡大に向けた広報物の作成、
配布。

健康経営ワークショップ 734千円 健康経営の定着に向け、体験型の研修会でノウハウを共有

健康宣言事業所ステッカー 48千円 フォローアップとして宣言事業所に配布

健康経営推進のための講師派遣 6,176千円
宣言事業所のインセンティブとして健康に関する出前健康講座の
講師を派遣

健康測定機器貸出 4,356千円 宣言事業所のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとして健康測定機器を貸出

健康経営セミナー 302千円 健康経営セミナー（茨城県と共催）開催費用

禁煙啓発リーフレット【新規】 440千円 禁煙の意識啓発、禁煙治療の案内

小計 14,809千円
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５．令和3年度 茨城支部保険者機能強化予算（支部保健事業予算）

【支部保健事業予算】

事業名
令和3年度

茨城支部予算
備考

その他の経費

健康イベント参加 517千円
各種健康イベントに参画し、健康づくりの呼びかけと協会事業を周
知

スマホ用健康アプリを活用した健康づくり事業
の推進

110千円 県と連携し、「元気アっプ！リいばらき」を活用した健康づくりを推進

肝炎対策事業 － 肝炎ウィルス検査の受検者アップのための広報

感染症予防に関する情報提供【新規】 3,014千円 新型コロナウイルス感染症等の予防啓発による感染症対策

動画による保健事業広報 2,090千円
Youtube広告、デジタルサイネージ、Web広告等の広告動画展
開

メタボ予備群に対する流入阻止 2,035千円 メタボ予備群へ注意喚起を実施（イラスト等の分かり易い解説）

特定健診未受診理由調査
【新規】

2,374千円
特定健診の未受診要因をアンケート調査。
受診率向上施策の基礎データとする。

保健事業アドバイザー経費 21千円 データヘルス計画アドバイザーに関する経費

小計 10,161千円

計合 71,099千円


